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附帯工作物調査算定要領 

 

第１章 総  則 

   

（適用範囲） 

第１条  この要領は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針（平成 15 年 8

月 5 日付け国総国調第 57 号国土交通事務次官通知）第１６第２項に規定する工作物の移転料の

うち、附帯工作物の移転料に係る調査算定に適用するものとする。 

２ 前項の附帯工作物は、次表に区分する工作物のうち、附帯工作物の項に掲げるものをいう。 
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（第１条 逐条解説） 

本条は、本要領の位置付け及び適用する範囲について規定しています。 

本要領の位置付けは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針（平成 15 年

8 月 5 日付け国総国調第 57 号国土交通事務次官通知）（以下「運用方針」という。）第１６第２項

に規定する工作物の移転料のうち、附帯工作物の移転料に係る調査算定について、３つの章から、

調査の方法、調査表及び図面の作成、補償額の構成及び補償額の算定について規定しています。 

また、適用する範囲については、本条「工作物区分」に機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園

及び墳墓が記載されていますが、これらのうち附帯工作物に対して本要領を適用します。 

 

（Q１－１） 

本要領が定められたことにより、附帯工作物の調査算定方法がどのように改正されたのでしょ

うか。 

【A１－１】 

運用方針第１６第２項に規定するとおり、建物の移転料の算定方法に準じた内容により、附帯

工作物の復元費及び再築費の算定方法が明確化されました。 

   具体的には、再築費の算定を行う場合については、建物の移転料の算定方法に準じて附帯工作

物の現在価額及び運用益損失額を補償することになります。 

 

（Q１－２） 

この要領が適用される附帯工作物を、どのように判断すれば良いですか。 

【A１－２】 

逐条解説に記載したとおり、本条の「工作物区分」に照らして判断します。 

具体的に説明すると、「工作物区分」に記載された附帯工作物の判断基準のとおり、建物等（国

土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準（平成13年1月6日付け国土交通省訓令第76号）第30

条）から次の①から④を除いたものを附帯工作物に区分します。 

① 建物（建物移転料算定要領（平成28年3月11日付け国土用第76号土地・建設産業局総務課長通

知）（以下「建物算定要領」という。）第２条「建物区分」のとおり） 

② 建築設備（建物算定要領第２条注）のとおり） 

③ 建物附随工作物（建物算定要領第２条注）のとおり） 

④ 「工作物区分」のうち、機械設備、生産設備、庭園、墳墓に該当する工作物 

 

（Q１－３） 

   本要領は、本条の「工作物区分」に掲げる「生産設備」「庭園」への適用は可能でしょうか。 

【A１－３】 

 本要領は、本条の「工作物区分」に掲げる「附帯工作物」に適用するものであるため、「生産設

備」「庭園」へは、原則適用できません。 
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ただし、その用途などが「附帯工作物」に類似するなど、本要領を適用することが妥当であると

認められる場合は、準用することができます。 

（Q１－４） 

   本要領の適用は事業用、家事用の附帯工作物により異なるのでしょうか。 

【A１－４】 

   建物に関する調査算定の取扱いと同様に事業用、家事用であるかを問わず適用されます。 

 

（Q１－５） 

附帯工作物から除くべきもののうち、建築設備に該当するものをどのように判断すれば良いで

すか。 

【A１－５】 

建物算定要領第２条注）にあるとおり、以下の要件①又は②に適合するものを、建築設備に区

分します。 

① 建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられているもの 

② 建物の構造と密接不可分な関係にあるもの 

 

（Q１－６） 

   附帯工作物から除くべきもののうち、建物附随工作物に該当するものをどのように判断

すれば良いですか。 

【A１－６】 

建物算定要領第２条注）にあるとおり、以下の要件①及び②の両方に適合するものを、建物附

随工作物に区分します。 

① 建物と一体として施工されるもの 

② 建物の効用に寄与しているもの 

 

 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において「復元」とは、既存の附帯工作物を構成する各部材を再利用すること

を基本として解体及び撤去し、残地又は残地以外の土地に運搬し、移設することをいう。 

２ この要領において「再築」とは、原則として従前と同種同等の附帯工作物を、残地又は残

地以外の土地に新設することをいう。 

３ この要領において「復元費」とは、附帯工作物の復元に要する費用をいう。 

４ この要領において「再築費」とは、附帯工作物の再築に要する費用をいう。 

 

（第２条 逐条解説） 
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本条は、本要領で使用する用語の定義を行っています。 

 

 

（Q２－１） 

本条で規定されている「復元費」とは、建物の移転料の算定において「復元工法」により算定

される費用に準じたものですか。 

また、本条で規定されている「再築費」とは、建物の移転料の算定において「再築工法」によ

り算定される費用に準じたものですか。 

【A２－１】 

本条で規定されている「復元費」及び「再築費」とは、建物の移転料の算定において「復元工

法」及び「再築工法」により算定される費用に準じたものです。 
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第２章 調査及び調査表等の作成 

 

（調 査） 

第３条 附帯工作物の調査は、現地における調査を基本とし、必要に応じて聴き取り調査、資料

調査に基づき、次の事項について行うものとする。 

一 当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地における建物及び附帯工作物の配置

状況 

二 附帯工作物の種類、構造、形状、寸法、数量、所有者等及び設置（又は新設）年月 

三 その他補償額算定に必要と認められる事項 

四 当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地の状況及び附帯工作物の現況が把握

できる写真の撮影 

２ 前項第二号の設置年月の調査については、固定資産台帳、請負契約書等、施工業者又は所

有者からの聴き取り、専門家の意見等の方法により、必要な調査を行うものとする。 

３ 第１項の調査に当たっては、石綿調査算定要領（平成 24 年 3 月 30 日国土用第 50 号）に

より調査を行うものとする。 

 

（第３条 逐条解説） 

本条は、附帯工作物の調査事項及び調査方法について規定しています。 

 

    

（Q３－１） 

設置年月の調査における「必要な調査」とは何でしょうか。また、中古品で設置している場合

は、どのように取り扱うのでしょうか。 

【A３－１】 

設置年月の調査においては、固定資産台帳、請負契約書等の書類から調査し、これらで不明な場

合は、施工業者や所有者から聴き取りを行うことになります。 

また、聴き取りを行っても不明な場合においては、当該附帯工作物の設置等に精通している専門

工事業者などの、専門家からの意見を参考にすることになります。 

なお、中古品はその中古品の設置年月ではなく新品時の設置年月を調査することになります。 

 

 

（調査表） 

第４条 附帯工作物の調査表は、前条の調査の結果に基づき、様式第１の附帯工作物調査表に、次

に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項を記載することにより作成するものとす

る。 
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一 所在地  附帯工作物の所在地 

二 調査年月日  調査を実施した年月日 

三 調査者  調査を実施した担当者の氏名 

四 整理番号  所有者ごとの番号 

五 所有者氏名  附帯工作物の所有者の氏名又は名称 

六 所有者住所  附帯工作物の所有者の住所又は主たる事務所の所在地 

七 種類  附帯工作物の種類又は名称 

八 構造、形状、寸法  附帯工作物の構造、外形寸法（幅×奥行×高さ）等 

九 数量  附帯工作物の数量 

十 設置年月  附帯工作物の設置（又は新設）年月 

十一 備考  復元の可否、及びその他参考事項（必要に応じ附帯工作物の所在する土地

所有者の氏名又は名称等） 

 

 

（第４条 逐条解説） 

本条は、附帯工作物の調査表の作成について規定しています。 

 

 

（図面） 

第５条 作成する図面の種類は、次のとおりとする。 

一 附帯工作物配置図 

二 附帯工作物の詳細図 

三 写真撮影方向図 

２ 附帯工作物の図面は、原則として、次により作成するものとする。 

一 図面は、附帯工作物の所有者ごとに作成する。 

二 図面の大きさは、原則として、日本産業規格Ａ列３番横とする。 

三 図面は、原則として、上方が北の方位となるように配置する。 

四 図面に表示する記号は、原則として、産業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）第１

１条により制定された日本産業規格（ＪＩＳ）の図記号による。 

五 長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第２位（小数点以下第

３位四捨五入）までとする。ただし、排水管等の長さ等で小数点以下第２位の計測が困

難なものは、この限りでない。 

（２）面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。 

（３）構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位と

する。 

六  図面等に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するものと
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する。 

（２）図面等に表示する面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点

以下第４位まで算出し、小数点以下第２位（小数点以下第３位切捨て）までの数値

を求めるものとする。 

七  配置図は、建物移転料算定要領（平成 28 年 3月 11 日国土用第 76 号）別添一の一

木造建物調査積算要領〔軸組工法〕別添１木造建物図面作成基準（別表）、別添一の二

木造建物調査積算要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕別添１木造建

物図面作成基準（別表）又は別添二非木造建物調査積算要領別添１非木造建物図面作

成基準（別表）の配置図の項に掲げるとおりとする。 

八  詳細図は、必要に応じて作成し、構造、外形寸法（幅×奥行き×高さ）等を記載す

る。 

九 写真撮影方向図は、附帯工作物配置図等を基に、撮影の位置、方向及び写真番号を

記入する。 

十 その他算定に必要となる図面は、適宜作成する。 

３ 次の各号に掲げる各図面の縮尺は、原則として、当該各号に定める縮尺によるものとし、

各図面に該当縮尺を記入する。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。 

一 附帯工作物配置図 １００分の１又は２００分の１ 

二 各附帯工作物の詳細図 ５０分の１又は１００分の１ 

三 写真撮影方向図 １００分の１又は２００分の１ 

 

 

(第５条 逐条解説） 

本条は、附帯工作物の図面の作成について規定しています。 
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第３章 算 定 

 

（補償額の構成） 

第６条 附帯工作物の復元費及び再築費の構成は、次のとおりとする。 

   

 

 

 

（第６条 逐条解説） 
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本条は、附帯工作物の補償額算定における、復元費及び再築費の構成を体系化しています。 

（Q６－１） 

   復元費の純工事費における労務費と、再築費の純工事費における労務費は内容が異なりますか。 

【A６－１】 

   復元費の純工事費における労務費は、附帯工作物の復元工事に要する費用（取外し、加工、組

立、設置等）を計上することとなり、再築費の純工事費における労務費は、附帯工作物の再築工

事に要する費用（加工、組立、設置等）を計上することになる点で異なります。なお解体処分に

要する労務費は、解体処分費に計上することとなります。 

 

（Q６－２） 

附帯工作物の補償額算定における移転工法は、復元工法と再築工法のみとなるのでしょうか。 

【A６－２】 

附帯工作物が属する工作物は、運用方針第１６第２項に規定されているとおり、「建物の移転料の

算定方法に準じて算定する」とされているため、他の工法を採用することができます。  

 

（Q６－３） 

移転工法の認定については、どのように行えばよいでしょうか。 

【A６－３】 

移転工法の認定は、通常妥当と認められる移転先の認定を行った上で、通常妥当と認められる移転

工法の認定を行うこととなります。 

また、移転によって営業活動に影響を及ぼす場合は、営業補償についても考慮する必要がありま

す。 

なお、補償額算定を行う際、「復元工法」と「再築工法」の経済比較を要する場合において、門、

下屋、車庫、物置、木造テラスなど移設にあたり、容易に取付け取外しが困難な場合及び給配水配

管類、石積（大谷石含む）門柱、コンクリートブロック積門柱、れんが積塀、金網柵など「復元工

法」が可能であっても、明らかに高額となる場合は、具体的な算定を行わず「再築工法」を認定す

ることが可能です。 

 

 

（補償額の算定） 

第７条 附帯工作物の復元費及び再築費は、附帯工作物補償額算定書（様式第２）を用いて、次

の各号に掲げる式により算定した額とする。 

一 復元費 ＝ 復元工事費 ＋ 解体処分費 － 発生材価額 

二 再築費 ＝ 附帯工作物の現在価額（再調達価格×現価率）＋ 運用益損失額  

＋ 解体処分費 － 発生材価額 

２ 附帯工作物の現在価額（再調達価格に現価率を乗じて算定する。）と運用益損失額との合
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計額は、再調達価格に次式による再築補償率（小数点以下第四位を四捨五入した数値とす

る。）を乗じて算定するものとする。                 

 

    

一 附帯工作物の経過年数 

附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置（又は新設）から補償額算定の

時期までの年数をいうものとする。 

二 附帯工作物の標準耐用年数 

附帯工作物の標準耐用年数は、別表１に定める附帯工作物標準耐用年数表を適用し

て求めるものとする。 

なお、標準耐用年数によることが適当でないと認められる場合は、専門家等からの

意見を聴取するなど、その他適切な方法により、その附帯工作物のもつ実態的耐用年

数を定めることができるものとする。 

３ 復元費の純工事費は、次に掲げる費用の合計額とし、各費用の計上方法は当該各号に定め

るところによる。 

一 仮設費  やりかた、墨出し、仮設足場等に要する費用を必要に応じ計上する。 

二 資材費  補足を必要とする主要資材・副資材の費用を計上する。 

三 労務費  復元工事に要する費用を計上する。 

四 基礎費  基礎工事に要する費用を必要に応じ計上する。 

五 雑材費  機械、工具類の損料及び消耗材料費を計上する。 

六 運搬費  再使用材の運搬に要する費用を計上する。 

４ 再築費の純工事費は、次に掲げる費用の合計額とし、各費用の計上方法は当該各号に定め

るところによる。 

一 仮設費  やりかた、墨出し、仮設足場等に要する費用を必要に応じ計上する。 

二 資材費  主要資材、副資材の費用を計上する。 

三 労務費  再築工事に要する費用を計上する。 

四 基礎費  基礎工事に要する費用を必要に応じ計上する。 

五 雑材費  機械、工具類の損料及び消耗材料費を計上する。 

５ 解体処分費は、次に掲げる費用の合計額とし、各費用の計上方法は当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 解体撤去費  解体撤去に要する費用を計上する。 

二 廃材運搬費  廃棄物処分場までの廃材の運搬費を計上する。 

三 廃材処分費  解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。 

６ 前項各号に掲げる費用の算定に当たっては、石綿含有建材が存する場合には、当該各号に

n n 1

N N (1+r)N-n

ｎ：附帯工作物の経過年数

Ｎ：附帯工作物の標準耐用年数（又は実態的耐用年数）

ｒ：年利率

）｛1- ｝＝ （1-0.8 ）＋（0.8×再築補償率
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よるほか、石綿調査算定要領（平成 24 年 3 月 30 日国土用第 50 号）により算定を行うもの

とする。 

 

７ 諸経費は、純工事費及び解体処分費（廃材処分費を除く。）の各々に、別表２諸経費率表

による諸経費率を乗じて計上するものとする。 

８ 発生材価額は、解体撤去により発生する市場価値のある発生材について、種別、等級等に

区分し、必要に応じ計上するものとする。 

 

 

 

（第７条 逐条解説）  

本条は、第１項で復元費及び再築費の算定式について規定しており、第２項で再築費の算定で

必要となる附帯工作物の現在価額と運用益損失額との合計額の算定式について規定しています。 

 

 

（Q７－１） 

   本条第２項で用いる経過年数の認定については、建物調査における経過年数の取扱いと同じと

考えて良いですか。 

【A７－１】 

   建物調査における経過年数の認定と同じ取扱いとして下さい。 

 

（Q７－２） 

   標準耐用年数（又は実態的耐用年数）を超過した附帯工作物の残価率は、２０％ですか。 

【A７－２】 

   標準耐用年数（又は実態的耐用年数）を満了してもなお実用に供されている場合の附帯工作物

の残価率を２０％としています。 

 

（Q７－３） 

   補修等を行っている附帯工作物の再築補償率は、どのように計算するのでしょうか。 

【A７－３】 

   本条第２項により再築補償率を計算することとなります。 

なお、運用方針第１６第１項（６）一記載の「α 価値補正率」については、附帯工作物には適

用されません。 

 

（Q７－４） 

標準耐用年数によることが適当でなく実態的耐用年数を定める場合とはどのような場合でしょう

か。 

11



 

 

【A７－４】 

附帯工作物の性質からみて、標準耐用年数表の区分に応じた標準耐用年数により難いと判断され

る場合です。 

耐用年数を満了してもなお実用に供されている附帯工作物の場合でも、標準耐用年数表を適用す

ることとなります。 

 

 （Q７－５） 

   １つの附帯工作物として効用を発揮され、耐用年数の相違する複数のもので構成されている場合、

どのように耐用年数を判断したらよいでしょうか。 

【A７－５】 

   原則として、主たる構造に着目して附帯工作物標準耐用年数表を適用して下さい。 
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目

○
番

○
○

工
作

物
の

所
有

者

4
4
3
,
8
0
6

解
体

撤
去

費
　

計
[
Ｉ

]

8
8
.
7

9 1
0

〔
上

段
〕

　
種

類
・

名
称

〔
下

段
〕

　
構

造
・

形
状

・
寸

法

ア
ル

ミ
伸

縮
門

扉
（

両
引

）

ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
幅

5
1
0
0
m
m
・

高
さ

1
1
5
0
m
m

番
号
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耐
用

年
数

経
過

年
数

補
償

率
[
G
]

3
.
0
0

5
,
3
3
0

1
5
,
9
9
0

5
,
5
0
0

2
1
,
4
9
0

2
1
,
4
9
0

*
[
移
設
]
5
7
0
0
2
2
0

*
－

8
.
7
1

4
,
7
1
0

4
1
,
0
2
4

1
4
,
1
0
0

5
5
,
1
2
4

4
8
,
8
9
4

*
[
新
設
]
5
7
0
3
4
1
0

8
.
7
1

7
5
0

6
,
5
3
2

2
,
2
0
0

8
,
7
3
2

*
8
,
7
3
2

[
撤
去
]
5
7
0
3
4
5
0

4
.
0
0

6
,
6
1
0

2
6
,
4
4
0

9
,
1
0
0

3
5
,
5
4
0

3
1
,
5
2
3

*
[
新
設
]
5
7
0
3
8
1
0

4
.
0
0

6
2
0

2
,
4
8
0

8
0
0

3
,
2
8
0

*
3
,
2
8
0

[
撤
去
]
5
7
0
3
8
5
0

1
.
0
0

6
9
7
,
2
0
0

6
9
7
,
2
0
0

2
4
0
,
5
0
0

9
3
7
,
7
0
0

8
8
5
,
1
8
8

*
[
新
設
]
5
8
0
1
6
1
0

1
.
0
0

4
4
,
6
0
0

4
4
,
6
0
0

1
5
,
3
0
0

5
9
,
9
0
0

*
5
9
,
9
0
0

[
撤
去
]
5
8
0
1
6
5
0

1
.
0
0

1
1
2
,
2
0
0

1
1
2
,
2
0
0

3
8
,
7
0
0

1
5
0
,
9
0
0

1
2
9
,
9
2
4

*
[
新
設
]
5
9
0
2
5
1
0

1
.
0
0

2
7
,
7
0
0

2
7
,
7
0
0

9
,
5
0
0

3
7
,
2
0
0

*
3
7
,
2
0
0

[
撤
去
]
5
9
0
2
5
4
0

(
9
7
4
,
1
6
6
)

(
1
,
3
0
9
,
8
6
6
)

(
1
,
1
1
7
,
0
1
9
)

(
1
0
9
,
1
1
2
)

計
(
2
,
9
9
7
,
7
3
9
)

計
(
4
,
0
3
1
,
0
3
9
)

計
(
3
,
2
7
4
,
3
9
3
)

計
(
4
4
3
,
8
0
6
)

復
元

価
格

又
は

再
調

達
価

格
C
+
E
=
[
F
]

再
築

補
償

率
（
％
）

1
5

亜
鉛

鉄
板

平
看

板
ヶ

所
3
1

7
8
6
.
1

木
枠

･
高

さ
9
0
0
m
m
×

幅
1
,
8
0
0
m
m
･
壁

面
付

1
4

掘
井

戸
ヶ

所
7
2

1
0

9
4
.
4

内
径

φ
7
5
0
m
m
×

深
9
.
9
m
･
全

井
戸

側
付

1
3

擬
石

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
縁

石
ｍ

3
6

7
8
8
.
7

4
9
8
m
m
×

1
9
0
m
m
×

1
2
0
m
m

1
2

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
縁

石
ｍ

3
6

7
8
8
.
7

1
2
0
m
m
×

1
2
0
m
m
×

6
0
0
m
m

1
1

庭
石

個
庭

石
・

4
0
0
m
m
×

3
0
0
m
m
×

3
0
0
m
m

復
元
費
又
は
再
築
費

F
又
は
F
×
G
=
[
H
]

解
体
撤
去
費

[
F
]
=
[
I
]

備
　
考

〔
下

段
〕

　
構

造
・

形
状

・
寸

法

附
 
帯
 
工
 
作
 
物
 
補
 
償
 
額
 
算
 
定
 
書

2
 
/
 
2

番
号

〔
上

段
〕

　
種

類
・

名
称

単
位

数
量

[
A
]

単
価

[
B
]

純
工

事
費

A
×

B
=
[
C
]

諸
経

費
C
×

D
=
[
E
]
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所
有

者
住

所
整
理

番
号

移
転

工
法

算
定
年
月
日

1
.
0
0

3
1
,
9
0
0

3
1
,
9
0
0

3
4
.
5
0
%

1
1
,
0
0
0

4
2
,
9
0
0

－
－

－
4
2
,
9
0
0

－
[
移
設
]
5
1
0
9
0
2
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1
.
0
0

1
2
1
,
8
0
0

1
2
1
,
8
0
0

3
4
.
5
0
%

4
2
,
0
0
0

1
6
3
,
8
0
0

3
0

7
8
5
.
5

1
4
0
,
0
4
9

－
[
新
設
]
5
1
0
9
0
1
0

1
.
0
0

5
,
3
4
0

5
,
3
4
0

3
4
.
5
0
%

1
,
8
0
0

7
,
1
4
0

－
－

－
－

7
,
1
4
0

[
撤
去
]
5
1
0
9
0
4
0

1
.
0
0

6
7
,
3
0
0

6
7
,
3
0
0

3
4
.
5
0
%

2
3
,
2
0
0

9
0
,
5
0
0

－
－

－
9
0
,
5
0
0

－
[
移
設
]
代
価
表
-
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1
.
0
0

2
6
4
,
1
0
0

2
6
4
,
1
0
0

3
4
.
5
0
%

9
1
,
1
0
0

3
5
5
,
2
0
0

3
0

7
8
5
.
5

3
0
3
,
6
9
6

－
[
新
設
]
5
1
0
9
8
1
0

1
.
0
0

1
4
,
2
0
0

1
4
,
2
0
0

3
4
.
5
0
%

4
,
8
0
0

1
9
,
0
0
0

－
1
9
,
0
0
0

[
撤
去
]
5
1
0
9
8
4
0

1
.
0
0

1
6
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0

3
4
.
5
0
%

5
,
5
0
0

2
1
,
5
0
0

－
－

－
2
1
,
5
0
0

－
[
移
設
]
5
3
0
2
8
2
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1
.
0
0

5
8
,
4
0
0

5
8
,
4
0
0

3
4
.
5
0
%

2
0
,
1
0
0

7
8
,
5
0
0

3
0

7
8
5
.
5

6
7
,
1
1
7

－
[
新
設
]
5
3
0
2
8
1
0

1
.
0
0

2
,
6
4
0

2
,
6
4
0

3
4
.
5
0
%

9
0
0

3
,
5
4
0

－
3
,
5
4
0

[
撤
去
]
5
3
0
2
8
4
0

1
.
0
0

1
7
6
,
9
0
0

1
7
6
,
9
0
0

3
4
.
5
0
%

6
1
,
0
0
0

2
3
7
,
9
0
0

－
－

－
2
3
7
,
9
0
0

－
[
移
設
]
5
3
0
3
5
2
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1
.
0
0

2
3
8
,
1
0
0

2
3
8
,
1
0
0

3
4
.
5
0
%

8
2
,
1
0
0

3
2
0
,
2
0
0

3
0

7
8
5
.
5

2
7
3
,
7
7
1

－
[
新
設
]
5
3
0
3
5
1
0

1
.
0
0

4
2
,
7
0
0

4
2
,
7
0
0

3
4
.
5
0
%

1
4
,
7
0
0

5
7
,
4
0
0

－
5
7
,
4
0
0

[
撤
去
]
5
3
0
3
5
5
0

1
.
0
0

1
2
6
,
4
0
0

1
2
6
,
4
0
0

3
4
.
5
0
%

4
3
,
6
0
0

1
7
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

－
[
移
設
]
5
9
0
2
5
2
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1
.
0
0

1
1
2
,
2
0
0

1
1
2
,
2
0
0

3
4
.
5
0
%

3
8
,
7
0
0

1
5
0
,
9
0
0

3
1

7
8
6
.
1

1
2
9
,
9
2
4

－
[
新
設
]
5
9
0
2
5
1
0

1
.
0
0

2
7
,
7
0
0

2
7
,
7
0
0

3
4
.
5
0
%

9
,
5
0
0

3
7
,
2
0
0

－
3
7
,
2
0
0

[
撤
去
]
5
9
0
2
5
4
0

再
築

ヶ
所

1
6
7
,
1
2
4

○

ヶ
所

3
3
1
,
1
7
1

×

1
5

亜
鉛

鉄
板

平
看

板
復

元
ヶ

所
1
7
0
,
0
0
0

×

木
枠

･
高

さ
9
0
0
m
m
×

幅
1
,
8
0
0
m
m
･
壁

面
付

7
0
,
6
5
7

×

6

ｱ
ﾙ
ﾐ
片

流
ｶ
ｰ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ

復
元

ヶ
所

2
3
7
,
9
0
0

○

ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
片

持
支

柱
・

4
,
8
0
2
m
m
×

2
,
4
0
7
m
m

再
築

×

5

組
立

物
置

復
元

ヶ
所

2
1
,
5
0
0

○

鋼
製

・
1
3
2
0
m
m
×

7
1
0
m
m
・

H
1
6
2
0
m
m

再
築

ヶ
所

3

ア
ル

ミ
伸

縮
門

扉
（

両
引

）
復

元
ヶ

所
9
0
,
5
0
0

○

ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
幅

5
1
0
0
m
m
・

高
さ

1
1
5
0
m
m

再
築

ヶ
所

3
2
2
,
6
9
6

4
2
,
9
0
0

○

幅
1
,
6
0
0
m
m
･
高

さ
1
,
4
0
0
m
m
･
直
付

再
築

ヶ
所

1
4
7
,
1
8
9

×

2

ｱ
ﾙ
ﾐ
形

材
両

開
門

扉
復

元
ヶ

所

〔
上

段
〕

　
種

類
・

名
称

移
転

工
法

解
体
撤
去
費

[
F
(
下
段
)
]
=
[
I
]

復
元

費
又

は
再

築
費

[
H
]
+
[
I
]

判
定

備
　
考

〔
下

段
〕

　
構

造
・

形
状

・
寸
法

耐
用

年
数

経
過

年
数

補
償

率
[
G
]

単
価

[
B
]

復
元

価
格

又
は

再
調

達
価

格
C
+
E
=
[
F
]

経
 
済
 
比
 
較
 
す
 
る
 
場
 
合
 
の
 
任
 
意
 
様
 
式
 
（
 
参

 
考

 
）

再
築

補
償

率
（

％
）

工
作

物
の

所
有

者
中

尾
　

太
郎

構
外

・
構
内 復

元
費

又
は

再
築

費
(
解

体
撤

去
費

除
く

)
F
上

段
又

は
F
上

段
×

G
=
[
H
]

令
和
元
年
1
0
月
1
日

番
号

1
月
1
日

工
作

物
の

所
在

地
東

京
都

千
代

田
区

麹
町

○
丁

目
○

番
○

○
神

奈
川

県
川

崎
市

○
○

区
○
○
１
２
３
－
７

1

単
位

数
量

[
A
]

純
工

事
費

A
×

B
=
[
C
]

諸
経

費
率

[
D
]

諸
経

費
C
×

D
=
[
E
]
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構
造

・
形

状
・

寸
法

1
4

５

備
考

1
3

４１

種
類

３ ６ ７ ８ ９ 1
0

1
1

1
2

番
号

ブ
ロ

ッ
ク

積
角

門
柱

２

２

数
量

ア
ル

ミ
伸

縮
門

扉
(
両

引
)

７
段

積
・

3
0
0
m
m
角

・
高

さ
2
0
0
m
m

単
位

ア
ル

ミ
形

材
両

開
門

扉
ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
幅

1
6
0
0
m
m
・

高
さ

1
4
0
0
m
m
・

直
付

１
ヶ
所

ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
幅

5
1
0
0
m
m
・

高
さ

1
1
5
0
m
m

１
ヶ
所

擬
石

ブ
ロ

ッ
ク

積
塀

擬
石

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
造

・
６

段
積

・
厚

1
5
0
m
m

ｍ
4
4
.
6
5

組
立

物
置

鋼
製

・
1
3
2
0
m
m
×

7
1
0
m
m
・

H
1
6
2
0
m
m

個

ｱ
ﾙ
ﾐ
製

・
片

持
支

柱
・

4
8
0
2
m
m
×

2
4
0
7
m
m

１

㎡

ア
ル

ミ
片

流
れ

カ
ー

ポ
ー

ト

ヶ
所

1
1
.
9
4

ヶ
所

１

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
造

・
厚

1
2
0
m
m
・

無
筋

御
影

石
敷

き
石

造
・

4
5
0
m
m
×

3
0
0
m
m
×

3
0
m
m

5
.
8
8

㎡ ㎡
コ

ン
ク

リ
ー

ト
平

板
敷

き
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
製

・
4
0
0
m
m
×

4
0
0
m
m
×

6
0
m
m

0
.
9
6

砂
利

敷
き

土
間

コ
ン

ク
リ

ー
ト

叩
き

庭
石

砂
利

・
厚

9
0
m
m

8
.
7
1

1
3
.
5
0

㎡

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
造

・
1
2
0
m
m
×

1
2
0
m
m
×

6
0
0
m
m

３
庭

石
・

4
0
0
m
m
×

3
0
0
m
m
×

3
0
0
m
m

ブ
ロ

ッ
ク

縁
石

ｍ ｍ
擬

石
ブ

ロ
ッ

ク
縁

石
擬

石
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
造

・
4
9
8
m
m
×

1
9
0
m
m
×

1
2
0
m
m

4
.
0
0

掘
井

戸
掘

井
戸

・
内

径
7
5
0
m
m
×

深
1
0
m
・

井
戸

側
付

１
ヶ
所

１
１

道
　

路

９

調
査

年
月

日

図
面

名
称

２１

附
帯

工
作

物
リ

ス
ト

３

資
格

名
称

・
作

成
者

1
3

1
2

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
造

1
0

請
負

者

1
4

1
1

４

木
製

・
9
0
0
m
m
×

1
8
0
0
m
m

1
5

ヶ
所

亜
鉛

鉄
板

平
看

板

1
5

１
ヶ

所

算
定

例

５

８ ７

６

全
体

敷
地

面
積

 １
４

３
.
８
９

㎡

延
床
面
積
 ８

７
.
７
７

㎡

専
用
住
宅
・
木
造
２

階
建

整
　

理
　

番
　

号

附
帯
工
作

物
配
置
図

１
／
１
０
０

図
　
面

　
番
　
号

縮
　
尺

補
償
業
務

管
理
士
 
・
 
○
 
○
 
次
 
郎
 
 
 
印

株
式
会
社

　
○
○
○
○
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト

平
成
 
２

０
 
年
 
 
 
１
 
月

 
３
１
 
日

18

cad
長方形


